
「科学へジャンプ・イン・滋賀 2026」参加者交通費補助について 

科学へジャンプ近畿実行委員会 

 

 

「科学へジャンプ・イン・滋賀 2026」参加児童生徒・付き添い者のための交通費を、お申し出に

より「科学へジャンプ基金」より一部補助いたします。 

 

対象者と補助額 

 参加児童生徒の自宅から滋賀県立琵琶湖博物館までの交通費（公共交通機関利用）の合計が、障

害者割引などを利用しても、往復 4,000円（特急等使用可）を超過した場合に、その超過額を支給

いたします。ただし、補助額の上限をおひとりにつき 4,000円（往復）とします。 

 また、付き添いの方の補助額も同様に支給します。（介助者割引のあるなしに関わらず、往復の

実費が 4,000 円（特急等使用可）を超過した場合に、その超過額を上限 4,000 円として支給しま

す。） 

 ただし、見学希望のご兄弟などは対象外となります。 

 なお、自家用車等で来られる場合も、鉄道や路線バスなどの公共交通機関を利用した時に必要と

なる交通費で算出してください。 

 

例① 生徒・付添の交通費がそれぞれ往復 5,800円（障害者割引使用時）の場合。 

  （生徒と付き添いがそれぞれ障害者割引を適用される場合です。） 

  5,800円－4,000円＝1,800円 

  １人に 1,800円、すなわち、２人の合計 3,600円を補助します。 

 

例② 児童生徒の交通費が 5,800円（障害者割引使用時）、付き添い交通費が往復 7,000円の場合。

（小児運賃や、付き添いが障害者割引適用とならない場合などです。） 

  5,800円－4,000円＝1,800円（児童生徒） 

  7,000円－4,000円＝3,000円（付き添い） 

  1,800円＋3,000円＝4,800円 

  ２人の合計 4,800円を補助します。 

 

例③ 生徒・付き添いの交通費がそれぞれ往復 9,000円（障がい者割引使用時）の場合。 

  9,000円－4,000円＝5,000円 

  上限規定により、１人に 4,000円、すなわち、２人の合計 8,000円を補助します。 

 

 「科学へジャンプ基金」は、皆様のご寄付で成り立っております。交通費補助を申請される方は、

当日の開始時刻に間に合う範囲で、できる限り安価なルートでご来場いただきますようお願い致し

ます。 

 交通費補助をご希望される方は「交通費補助申込書」を最寄りの盲学校・視覚特別支援学校・視

覚支援学校に、郵送またはファックスでご提出ください。 

提出先 京都府立盲学校 

 〒603-8231 京都市北区紫野大徳寺町 27番地 

TEL:075-492-6733  FAX:075-492-6920 

TEL:075-492-6733


「科学へジャンプ・イン・滋賀 2026」参加者交通費補助について 

 

「科学へジャンプ・イン・滋賀 2026」の交通費補助を希望します。 

 

１．参加者（ご本人） 

  （フリガナ） 

   お名前：                          

 

   学校名：                           学年：      

 

   ご住所（ご自宅）：〒     －       

 

                                           

 

２．付き添い者 

  （フリガナ） 

   お名前：                          

   

   参加者との関係（保護者・在籍校教諭・その他）をご記入ください。 

 

                                  

 

３．交通機関（ルート）・交通費（障害者割引利用時の金額）をご記入ください。 

 

                                             

 

                                             

 

                                             

 

                                             

１人当たりの往復交通費金額 

参加者                   付き添い者 

 

 

 

４． その他（特記事項がありましたらご記入ください。） 

 
 
※ご記入いただきました個人情報につきましては、本事業の目的以外には使用しません。 


